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令和7年度過重労働解消のためのセミナーのご案内

時下ますますご精のこととお喜び申し上げます。
日頃より、当協会の事業の運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度当協会では、株式会社広済堂ネクストと連携して、脳・心臓疾患や精神障害にかかる労災補償が増加し続け、過去５年間で最多となる中、「過重労働解消」をテーマに【過重労働解消のためのセミナー】（厚生労働省委託事業）を別添リーフレットのとおり開催いたします。
本セミナーでは、過重労働解消の手法等について、当該セミナー用に作成したテキストに沿って、過重労働防止に関連する基本ルールや裁判例の開設、企業の具体的な取組事例を交えながらわかりやすく解説することにより、実践的な知識をご提供します。
　全国47都道府県で開催される会場参加型セミナーのうち、広島県では、

　　　令和7年11月27日（火）14：00～16：00　広島市南区民文化センター
　　　　（広島市南区比治山本町16-27　広島産業文化センター）

において開催します。
　事業の経営者及び人事労務担当の皆様にとって、必見の情報が盛り込まれておりますので、会員の皆様及び顧問先事業所の皆様へご案内いただき、ご参加いただければ幸いです。
